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弁理士一人一人が，知財を活用した中小・
ベンチャー企業支援に積極的に関わろう

今月のことば
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１．はじめに

　政府の知財立国宣言を受け，大企業，中小・ベ

ンチャー企業，公的研究機関，大学，地方自治体

など，日本中がいま一丸となって知財立国に邁進

しているところです。

　日本全国の特許出願件数は 42 万件を超え，そ

の多くが大企業の出願で占められています。そし

て，我々弁理士の日常業務はこれら大企業の出願

代理が大半を占めているのではないでしょうか。

これら，大企業においては，経済面，人材等の面

において恵まれ，経営戦略の中で知財戦略が機能

し，国内市場に止まらず，グローバルな展開を見

せております。

　一方，中小・ベンチャー企業の場合，一部の知

財管理，知財経営戦略の進んでいる企業を別とし

て，一般的には，大企業に比して，経済面，人材

等の面で十分な基盤を有していないため，知財の

創造，保護，活用のあらゆる場面において，様々

な障害や困難に直面しています。

　知的財産推進計画 2005 においても指摘されて

いるとおり，我が国の産業における基盤的技術を

担うとともに，素材の加工や部品の供給等を行う

ことにより産業基盤を支え，また，地域における

雇用の創出など地域経済の担い手としても大きな

役割を果たしている中小・ベンチャー企業が，知

的財産を創造し，それを有効に活用し事業化に結

びつけていくことを戦略的に進めていくことは知

財立国の実現のため，非常に重要なことと思われ

ます。

　このような観点から，中小企業庁，地方経済局，

地方自治体，独立行政法人中小企業基盤整備機構

など関係諸機関によって知財を活用した中小・ベ

ンチャー企業支援の施策が重点的に実行されてい

るところです。

　以上のような状況下において，知財の専門家た

る我々弁理士には，その活躍が大いに期待されて

います。

２．日常業務を通して

　知財の創造，保護，活用のあらゆる場面におい

て一貫関与することが認められている知財の専門

家たる弁理士には，いまこそ，その能力を中小・

ベンチャー企業の振興のために果たす使命を負っ

ているものと思います。

　今までの日常業務とは別に，中小・ベンチャー

企業に関わる仕事を最低 1年に 1社は増やしませ

んか。弁理士全員がそのように 1年に 1社，相談，

調査，出願，権利化，ライセンス，訴訟など，得

意分野において支援するだけでも，1 年に 6,000
社近くの中小・ベンチャー企業支援を行うことが

でき，その波及効果には大なるものがあると思い

ます。

　一部の会員は，既に，積極的に技術移転に取り

組んでおりますが，公的研究機関，大学，或い

は，特許開放に積極的な企業をクライアントにも

つ会員においては，出願業務に止まらず，中小・

ベンチャー企業への技術移転，或いは，中小・ベ

ンチャー企業からの技術移転等も，日常業務とし

てより積極的に取り入れてもらいたいと思いま

す。特に，開発の背景を知り，シーズ技術の権利

化に関わった弁理士がそのシーズ技術の中小・ベ

ンチャー企業への，或いは，中小・ベンチャー企

業からの技術移転に関わることは，技術面，権利

面での目利き役として，中小・ベンチャー企業に
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とって力強い助っ人となれるものと思います。

３．情報開示を通して

　中小・ベンチャー企業支援の第一歩として，ま

ずは，中小・ベンチャー企業が求めている会員情

報を開示して下さい。

　中小企業は，自社の専門性にあった，面倒見の

よい，真剣に支援してくれる弁理士を探していま

す。個人情報保護法の関係もあって，自らが情報

発信しない限り，中小・ベンチャー企業に対して，

ユーザーが利用しやすい会員情報は伝わりません。

　事務所のホームページも見直し，中小・ベン

チャー企業が利用しやすいホームページ作りを考

えてみる必要があるかもしれません。

　尚，日本弁理士会では，今年は，会員情報の開

示に関する二次に亘る改善を予定しております。

第一次改善として，今月を目処に，現行「弁理士

リスト」について，検索速度・検索結果表示速度

の高速化，画面全体の見やすさ，利用者の操作の

簡便化を図った新バージョンを公開します。この

ように利用しやすくなる「弁理士リスト」に，是

非とも，登録を行って下さい。

　また，第二次改善として，10月を目処に，新「弁

理士リスト」を公開すべく関係委員会において，

検討・準備を進めています。

　新「弁理士リスト」は，現行「弁理士リスト」

の専門分野・技術分野を中心とした情報だけでは

なく，弁理士がユーザーにどのようなサービスを

提供できるか，という観点からの掲載情報の充実

を図ります。特に，弁理士情報，知的財産サービ

スへのアクセスに困難を生じている中小企業・ベ

ンチャー企業向けに特化した情報ナビゲーション

もあわせて採用する予定です。第二次改善のため

の会員へのアンケート調査の実施の際には，多く

の会員からの回答を期待しております。アンケー

トに回答し，積極的に中小・ベンチャー企業の支

援に力を奮って下さい。

４．ふるさと支援隊への参加を通して

　東京等大都市にも中小企業の集積地は存在しま

すが，多くの中小企業は，地方に集まっているの

ではないでしょうか。地方自治体が積極的に進め

ている知財立県構想などを実現するには，地方在

住の弁理士の活躍が期待されていますので，地方

研修を積極的に進め，地方の中小・ベンチャー企

業のニーズに応えられるべく対応しています。し

かしながら，ニーズの多種多様性を考えると，必

ずしも地方在住の弁理士だけですべてのニーズに

応えることができないという現実もあります。そ

のために，大都市の弁理士，或いは，特定地域在

住の弁理士が，他地域において，中小・ベンチャー

企業の支援を求められることがあります。このた

め，本年は知的財産支援センターを中心にふるさ

と支援隊を編成し，地方の中小・ベンチャー企業

のニーズに応えることとしています。現在 800人

を超える会員の登録がありますが，まだ登録して

いない会員は，是非登録し，ふるさと支援隊に参

加して下さい。

５．自己研鑽を通して

　中小・ベンチャー企業の仕事の特徴は，単なる

出願・権利化業務に止まらず，経営者から経営的

なアドバイスも求められることが多いことだと思

います。会員の約 50％は，個人事業主等として

自らが事務所経営をしているわけで，或る程度の

経営センスというものを持ち合わせているものと

思います。また，大企業，中小・ベンチャー企

業，公的研究機関，大学など多種多様なクライア

ントの仕事を通して，日常的に，近代的，グロー

バル化した経営戦略も垣間見ているものと思いま

す。そのような恵まれた環境や経験を生かし，更

に自己研鑽を積んでいくことで，中小・ベンチャー

企業が欲する知財の専門家としての経営マインド

や，支援スキルを身につけていくことが重要と思

います。日本弁理士会においても，各種研修を用

意して，会員の研鑽をサポートしていくつもりで

すので，是非，積極的に研修に参加して，中小・

ベンチャー企業に対する支援スキルに磨きをかけ

て下さい。

６．むすび

　この知財立国の時代の中で，度重なる弁理士法

改正，制度改革によって，弁理士に対して知財専

門職として活躍できる場を与えられていることを

自覚し，大いに中小・ベンチャー企業支援に邁進

しましょう。


